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外火山 08-1 

１．概要 

  本資料は，再処理施設及び MOX 燃料加工施設の設計基準対象施設に対する後次回申請

を含めた施設の設計方針を補足説明するものである。 

  ここでは，再処理施設及び MOX 燃料加工施設の降下火砕物による腐食に対する設計に

ついて示す。 

  また，本資料は，第１回申請（令和 2年 12月 24日申請）のうち，以下に示す添付書類

の補足説明に該当するものである。 

・再処理施設 添付書類「Ⅵ-1-1-1-3-3 設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する

施設の設計方針」 

・MOX燃料加工施設 添付書類「Ⅴ-1-1-1-3-3 設計対処施設及び降下火砕物の影響を考

慮する施設の設計方針」

２．降下火砕物による腐食に対する設計方針 

  設計対処施設のうち設備については塗装，腐食し難い金属の使用若しくは防食処理（ア

ルミニウム溶射）を施した炭素鋼を用いること並びに建屋については外壁塗装及び屋上

防水を実施することにより，想定する降下火砕物を起因として生じる腐食に対し，その安

全機能を損なわない設計とする。施設毎の腐食に対する設計方針の具体は別紙にて示す。 

・別紙

別紙-1 安全冷却水系の腐食に対する設計について 

別紙-2 降下火砕物の金属腐食研究について 

別紙-3 腐食を考慮する設備で使用する塗料について 

別紙-4 燃料加工建屋の腐食に対する設計について 

別紙-5 弾性アクリルゴム系の塗料による外壁塗装及びアスファルト防水工法・絶縁保護

仕様（現場打ちコンクリート）による屋上防水について 
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別紙-4 燃料加工建屋の腐食に対する設計について 5/19 0 

別紙-5 

弾性アクリルゴム系の塗料による外壁塗装及びアスファルト

防水工法・絶縁保護仕様（現場打ちコンクリート）による屋
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令和３年５月 19 日 R0 

火山防護設計の基本方針に関する

腐食に対する設計について

別紙-1
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安全冷却水系の腐食に対する設計について 
 
  降下火砕物の特性として，金属腐食研究の結果（別紙-2）より，降下火砕物により直

ちに金属腐食を生じさせることはないと判断している。しかし，屋外に設置する降下火

砕物防護対象施設のうち安全冷却水系は塗装又は腐食し難い金属（アルミニウム等）を

用いることにより，安全機能を損なわない設計としている。 
  安全冷却水系の外表面に対する塗装には，耐食性等を考慮した塗料を使用しており

（別紙-3），降下火砕物と金属が直接接触することはなく，化学的腐食により短期的に

影響を及ぼすことはない。 
  安全冷却水系で直接降下火砕物と接触する部位のうち，塗装を実施していない管束の

フィンについてはアルミニウムを用いている。 
  また，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積した降下火砕物の除

去後に点検し，必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うことに

より，安全機能を損なわない設計とする。 
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令和３年５月 19 日 R0 

火山防護設計の基本方針に関する

腐食に対する設計について

別紙-2
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降下火砕物の金属腐食研究について 
 
1. 適用の考え方 
降下火砕物による金属腐食は，主として降下火砕物に付着した火山ガス（ＳＯ２）の影

響によるものである。 

そのため，実際に降下火砕物が金属に堆積した状態を模擬した試験を行っている「火山

環境における金属材料の腐食」を参考に，その影響を検討する。 

「火山環境における金属材料の腐食」では，実降下火砕物である桜島降下火砕物を用い

て，実際の火山環境に近い状態を模擬するため，高濃度の亜硫酸ガス（ＳＯ２）雰囲気を

保った状態で金属腐食試験を行なったものであり，降下火砕物の腐食成分濃度を高濃度で

模擬した腐食試験結果であることから，再処理施設で考慮する火山についても十分適用可

能と考える。 

 

2. 研究文献「火山環境における金属材料の腐食」の概要 

(１) 試験概要 

「火山環境における金属材料の腐食（出雲茂人，末吉秀一他），防食技術

Vol.39,pp.247-253，1990」によると，降下火砕物を水で洗浄し，可溶性の成分を除去し

た後，金属試験片に堆積させ，高濃度のＳＯ２ガス雰囲気（150ppm～200ppm）で，加熱

（温度 40℃，湿度 95％を４時間），冷却（温度 20℃，湿度 80％を２時間）を最大 18 回繰

り返すことにより，結露，蒸発を繰り返し金属試験片の腐食を観察している。 

 

(２) 試験結果 

第１図に示すとおり，降下火砕物の堆積量が多い場合は，降下火砕物の堆積なし又は堆

積量が少ない場合と比較して，金属試験片の腐食が促進されるが，腐食量は表面厚さにし

て十数μm程度との結果が得られ，降下火砕物層では結露しやすいこと並びに保水効果が

大きいことにより腐食が促進されると結論づけられている。 

 

(３) 試験結果からの考察 

降下火砕物による腐食は，主として降下火砕物に付着した火山ガスの影響によるもので

あり，本研究においては，金属試験片の表面に降下火砕物を堆積させ，実際の火山環境を

模擬して高濃度のＳＯ２雰囲気中で暴露し，腐食実験を行っている。 

腐食の要因となる火山ガスを常に高濃度の雰囲気に保った状態で行っている試験であ

り，自然環境に存在する降下火砕物よりも高い腐食条件※で金属腐食量を求めており，再

処理施設で考慮する降下火砕物についても十分適用可能である。 

※・三宅島火山の噴火口付近の観測記：20～30ppm（「三宅島火山ガスに関する検討会報告書」より） 

・桜島火山上空の噴煙中火山ガスの観測記録：17～68ppm（「京大防災研究年報」より） 
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Ash-０：降下火砕物のない状態 

Ash-１：表面が見える程度に積もった状態 

Ash-２：表面が見えなくなる程度に積もった状態 

Ash-３：約 0.8mm の厚さに積もった状態 

 

第１図 SS41 の腐食による質量変化 
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Ash-０：降下火砕物のない状態 

Ash-１：表面が見える程度に積もった状態 

Ash-２：表面が見えなくなる程度に積もった状態 

Ash-３：約 0.8mm の厚さに積もった状態 

 

第２図 アルミニウムの腐食による質量変化 
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火山防護設計の基本方針に関する 

腐食に対する設計について 

別紙-3 
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腐食を考慮する設備で使用する塗料について 

 

 

屋内外の機器・機械類，配管及びダクト（亜鉛めっき部を除く），屋外に設置するステン

レス鋼の機器・機械類及び配管のうち塩害による腐食のおそれがある範囲並びに排気筒等

の屋外設備の外表面に対する塗装には，耐食性等を考慮した塗料を使用している。 

屋外設備については，海塩粒子等の腐食性有害物質が付着しやすく，厳しい腐食環境にさ

らされるため，エポキシ樹脂系等の塗料が複数層で塗布されている。エポキシ樹脂系は，耐

薬品性※が強く，酸性物質を帯びた降下火砕物が付着，堆積したとしても，直ちに金属表面

等の腐食が進むことはない。 

 

※ 塗装ハンドブック（石塚末豊，中道敏彦 編集）によると，「酸，アルカリなどに水分の加わった強度腐食環境での塗

装には，フェノール樹脂塗料，塩化ゴム系塗料，エポキシ樹脂塗料，タールエポキシ樹脂塗料，ウレタン樹脂塗料，

シリコーンアルキド樹脂塗料，フッ素樹脂塗料などの耐薬品性のある塗料が使用される。」と記載あり。 
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令和３年 5月 19 日 R0 

 
 
 
 

 

火山防護設計の基本方針に関する 

腐食に対する設計について 

別紙-4 
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燃料加工建屋の腐食に対する設計について 
 
  降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，想定する降下火砕物による腐食に対し，

外壁塗装及び屋上防水を実施することにより，安全機能を損なわない設計としている。

燃料加工建屋においては，弾性アクリルゴム系の塗料による外壁塗装及びアスファルト

防水工法・絶縁保護仕様（現場打ちコンクリート）による屋上防水（別紙-5）を採用す

る。 
  また，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積した降下火砕物の除

去後に点検し，必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うことに

より，安全機能を損なわない設計とする。 
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火山防護設計の基本方針に関する 

腐食に対する設計について 

別紙-5 
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弾性アクリルゴム系の塗料による外壁塗装及び 

アスファルト防水工法・絶縁保護仕様（現場打ちコンクリート）による屋上防水について

建屋の外壁部及び屋根部に対する降下火砕物による腐食の影響評価について，以下に示

す。 

1.外壁部の設計及び評価

外壁には降下火砕物は堆積しないため，降下火砕物による腐食の影響は軽微であること

が想定されるが，建屋の外壁はコンクリートの躯体に弾性アクリルゴム系の塗料を塗装す

ることとし，降下火砕物がコンクリート躯体に直接接触することを防止する。なお，鉄筋に

対するコンクリートの最小かぶり厚さについても 40mm以上としているため，降下火砕物が

コンクリート躯体に直接接触したとしても降下火砕物による短期的な化学的影響によって

鉄筋が露出するような激しい腐食は想定されない。 

2.屋根部の設計及び評価

建屋の屋根部からの浸水防止対策として，屋根部にはアスファルト防水工法・絶縁保護仕

様（現場打ちコンクリート）による屋上防水を実施する。 

アスファルト防水工法・絶縁保護仕様（現場打ちコンクリート）は，アスファルト防水の

上に防水層の保護のため押えコンクリートを施工する。防水押えのコンクリートの間には

伸縮目地としてブチルゴムまたは EPDMゴムと発泡ポリスチレン成形材を用いる。アスファ

ルト防水工法・絶縁保護仕様（現場打ちコンクリート）の概要図を第１図に示す。

降下火砕物による屋上防水の腐食の影響を確認するにあたり，アスファルト防水工法・絶

縁保護仕様（現場打ちコンクリート）において，直接降下火砕物が堆積する部分は防水押え

のコンクリート，伸縮目地表面のブチルゴムまたは EPDM ゴムであるため，コンクリート，

ブチルゴム及び EPDMゴムの耐食性を評価する。 

第１図 アスファルト防水工法・絶縁保護仕様（現場打ちコンクリート）の概要図 
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2.1 コンクリートの耐食性 

降下火砕物によるコンクリートの腐食については，堆積した降下火砕物に降雨などが浸

透した際に降下火砕物に付着したＳＯ２等が溶出することによって生じる酸性の液体（以

下，「溶出液」という。）による影響が主として想定される。なお，降下火砕物によらない

気体の火山ガスは施設に到達する前に希釈され影響はない程度であると考えられる。 

溶出液の酸性度については，文献にて pH=3以上※であることから，pH=3を想定する。 

「コンクリート技術診断'20【基礎編】（日本コンクリート工学会）」によると，第４図に

示すとおり，コンクリートを pH=3 の酸で 625 日以上浸漬したとしても腐食深さ（中性化

深さ）は 2mm以下であることから，降下火砕物による短期的な化学的影響によって防水押

えのコンクリートが腐食し，屋根スラブに直接影響を及ぼすことは想定されない。 

 

※ 文献における降下火砕物の溶出液の酸性度 

〇阿蘇山における溶出液の酸性度：pH=3.6（１） 

〇御嶽山における溶出液の酸性度：pH=4.12（２） 

〇新燃岳における溶出液の酸性度：pH=4.5（３） 

〇雄山における溶出液の酸性度：pH=4.5（４） 

〇浅間山における溶出液の酸性度：pH=4.8（５） 

〇桜島火山における溶出液の酸性度：pH=4以上（６） 

〇有珠山における溶出液の酸性度：pH=6.7（７） 

〇八甲田山における溶出液の酸性度（降下火砕物ではなく、粉砕した地中の火山岩）：

pH=3.1以上（８） 

 

第４図 酸によるコンクリートの腐食深さ，日本コンクリート工学会（2020）『コンク

リート技術診断'20【基礎編】』p.51を引用し一部加筆 
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2.2 ブチルゴム及び EPDMゴムの耐食性 

降下火砕物によるゴムの腐食については，酸性度が同様であっても酸の種類によって

腐食の程度が異なる。 

火山ガスの成分から推測すると，溶出液は無機酸の水溶液である。「非金属材料データ

ブック（日本規格協会）」によると，ブチルゴム及び EPDMゴムの無機酸に対する耐酸性

はいずれも「良」以上とされていることから，降下火砕物による短期的な化学的影響に

よって激しい腐食は想定されない。 

3.評価結果

建屋は，想定する降下火砕物による腐食に対し，弾性アクリルゴム系の塗料による外壁塗

装及びアスファルト防水工法・絶縁保護仕様（現場打ちコンクリート）による屋上防水を実

施することにより，降下火砕物による化学的腐食により短期的な影響を受けることはない。 

また，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積した降下火砕物の除去後

に点検し，必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うことにより,安

全機能を損なわない設計とする。 
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